
埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金交付要綱  
 

（趣旨） 

第１条 県は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第

３号に規定する措置又は第２４条の３第２項に規定する支給決定を受けた

重症心身障害児若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号）第２２条第１項に規定する支

給決定を受けた重症心身障害者の処遇の向上を図るとともに、主に重症心

身障害児（者）を処遇する児童福祉施設及び障害福祉サービス事業所の円

滑な運営を図るため、児童福祉施設及び障害福祉サービス事業所の設置者

に対して、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 
（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）「措置費」とは、児童福祉法第２１条の６又は第２７条第１項第３号

に規定する措置に要する費用とする。   
（２）「障害児入所給付費」とは児童福祉法第２４条の２第１項に規定する

障害児入所給付費とする。  
（３）「介護給付費」とは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第２９条第１項に規定する介護給付費とする。 

 
（補助対象） 

第３条 埼玉県内に医療型障害児入所施設又は療養介護事業所（入所させる

児童（者）の主な障害の種別は、重症心身障害児（者）に限る。）を設置

し、運営している社会福祉法人（以下「補助対象事業者」という。）を補

助の対象とする。 

 
（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費は、別紙「心身障害児（者）施設特別療育費

補助基準額表」（以下「基準額表」という。）に掲げる経費とする。 

２ 補助対象経費が、措置費、障害児入所給付費、介護給付費、寄附金及び

雑収入によって支出されている部分については補助しない。 

３ 補助対象事業者の設置している施設に入所する児童（者）のうち、次の

各号に規定する児童（者）に係る経費について、補助する。  



一 埼玉県の措置又は支給決定により入所している児童 

二 埼玉県内の市町村（さいたま市除く。）の措置又は支給決定により入所

している者 

三 埼玉県外の市区町村の支給決定により入所している者のうち、平成２４

年３月３１日時点で埼玉県の支給決定又は措置により入所していた児童

であって、平成２４年４月１日以降も引き続き入所している者  
 

（補助額） 

第５条 前条の経費に対する補助額は、基準額表によって算定した額とする。 
 
（申請書の様式及び申請時期） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。  
２ 前項の申請書の提出期限は、別途定める期日とする。  

 
（申請書の添付書類） 

第７条 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとお

りとする。 

（１）本年度の施設会計予算書 

２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付

は要しない。  
 
（変更交付申請及び変更交付申請時期等）  

第８条 補助対象事業者は、規則第９条第１項第１号又は第２号に掲げる事

情が生じたときのほか、補助金の交付決定後に補助対象経費の所要額に増

減が生じた場合は、様式第３号により変更交付申請を行うものとする。  
２ 前項の申請書の提出期限は、毎年度３月５日とする。 

３ 第１項の規定による変更交付申請書には補正予算書を添付することを原

則とする。 

 
（交付決定通知書等の様式） 

第９条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

２ 知事は、前条の変更交付申請に基づき、補助金の交付額の変更を決定し

たときは、その旨を様式第４号の変更交付決定通知書により、速やかに補

助対象事業者に対して通知するものとする。 

 
（状況報告） 

第１０条   補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について、知事から

要求があったときは遅滞なく書面で知事に報告しなければならない。 



 
（実績報告書の様式） 

第１１条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。  
 
（添付書類） 

第１２条 規則第１３条の報告書には、当該年度の施設会計決算書（社会福

祉法人経理規程準則に基づく賃借対照表及び収支計算書とし、少なくとも

中区分の勘定科目まで記載のものとするが、これによりがたいときは、賃

借対照表及び収支計算書に、それぞれの決算試算表を添付するものとする。

単式会計制度を採用している施設にあっては、収支計算書に本部会計の賃

借対照表及び収支計算書を添付するものとする。）を添付しなければなら

ない。  
 
（実績報告書の提出時期等） 

第１３条 規則第１３条の報告書の提出期限は、補助対象事業完了後又は当

該年度の終了後（事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認通知書を受

理した日から。）１か月以内とする。 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにし

た帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管

しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する

年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 

附則 

この要綱は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成４年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成６年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成１９年８月８日から施行する。ただし、平成１９年４月

１日から適用する。 

 



附則 

この要綱は、平成２０年７月３日から施行する。ただし、平成２０年４月

１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２１年８月２４日から施行する。ただし、平成２１年４

月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２４年８月２１日から施行する。ただし、平成２４年４

月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、平成２４年１０月３０日から施行する。ただし、平成２４年

４月１日から適用する。 

  附則 

この要綱は、平成２５年１０月２１日から施行する。ただし、平成２５年

４月１日から適用する。



（第４条関係） 

心身障害児（者）施設特別療育費補助基準額表  
 

対象児童（者） 医療型障害児入所施設又は療養介護事業所に入所してい

る重症心身障害児（者） 

対象経費 児童指導員等の直接処遇職員を配置する人件費 

補助単価 入所児童（者）数及び直接処遇職員数から加配率を算定し、

補助単価表に基づき補助単価を設定する 

 

加配率＝（直接処遇職員数－（入所児童（者）数×0.85）） 

÷入所児童（者）数 

 

補助単価表 

加配率 単価 

６％超８％以下 27,100  

８％超１０％以下 34,900  

１０％超１２％以下 42,600  

１２％超１４％以下 50,400  

１４％超１６％以下 58,200  

１６％超１８％以下 60,100  

１８％超２０％以下 62,000  

２０％超 64,000  

 

※  非常勤の直接処遇職員は常勤換算のうえ、直接処遇職

員数に含める。 

常勤換算（小数点以下第２位を四捨五入） 

＝非常勤職員の１週あたり勤務時間 

÷常勤職員の１週あたり勤務時間 

補助基準額 単価×各月初日の対象児童（者）在籍数の合計数 

 

※  入所児童（者）数及び直接処遇職員数は補助対象年度の４月から６月の施

設全体の平均人数とする。 

※  計算の過程で小数点以下の端数が生じた場合は、その都度小数点以下第１

位を四捨五入し、整数値に直して計算する。 

※  「中川の郷」については草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏

町からの入所児童（者）は対象としない。 



様式第１号（第６条関係） 

 

令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金交付申請書 

 

第     号 

令和  年  月  日  
 

（宛先） 

埼玉県知事   
 

 

 施 設 名 

 設 置 者 名 

 設置者住所 

 設置者氏名                      

 

下記により令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金の交付

を受けたいので、補助金等の交付手続きに関する規則第４条の規定により関

係書類を添えて申請します。 

記 

１ 補助金交付申請額 

金           円 

２ 申請額算出内訳 

別紙１のとおり 

３ 補助事業の目的 

入所児童（者）の処遇向上のため 

４ 事業計画及び内容 

別紙１のとおり 

５ 添付書類 

（１）本年度施設会計予算書 

（２）職員名簿（別紙２、別紙３、別紙４）  
（３）入所者名簿（別紙５、別紙６）  

 

（注）（１）については原本に相違ない旨の、（２）（３）については写

しに相違ない旨の代表者の証明を行うこと。 



別紙１（交付申請用）  
 

１ 対象児童（者）在籍数（各月１日時点） 

 4  5  6  7  8  9  10  11 12 1  2  3  計  
初日  
在籍  

(a )  
 

(b)  (c )           (d)  

(う ち  
埼玉県 )  

            (e )  

（注１）“初日在籍人員”欄には入所児童（者）全員（県外を含む）を記

入する。  
（注２）“うち埼玉県 ”欄には埼玉県及び埼玉県内の市町村（さいたま市除

く）が支給決定又は措置した児童（者）の在籍数のみを記入する。

なお、「中川の郷」については、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、

吉川市、松伏町、さいたま市以外の埼玉県内市町村から入所した児

童（者）の在籍数を記入する。  
 

２ 直接処遇職員配置状況（４月から６月の平均）   

（注３）直接処遇職員の無資格者については、すべて「介助員」欄に計上

する。 

 

３ 補助基準額算出  
対象児童(者)在籍数  加配率  補助単価  補助基準額  

(e )  (h)  

％  

( i )  (e× i )  

◎加配率＝（ f－ ((a+b+c)÷3)×0.85）÷（ (a+b+c)÷3）×100 
                 〔小数点以下第２位四捨五入〕  

 
４ 支出計画  

人件費支出予定額  加配職員人件費支出予定額  
  
（注４）人件費支出予定額には人件費に関する寄付金等を控除した額を

記入する。  
 

◎  加配職員人件費＝人件費×(e÷d)×(f×h)÷(f+g)〔小数点以下切捨〕  
(e÷d)…人件費のうち埼玉県からの入所児童（者）分  
(f×h)÷(f+g)…人件費のうち直接処遇職員加配分  

 直接処遇職員 
直接処遇 

職員以外 職  種 
児童指
導員 

保育士 
生活支
援員  看護師  准看護

師 

作業・
理学療
法士等 

介助員 計 

現  員 
       ( f)  

 

(g) 

 



様式第２号（第９条関係） 

 

令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金交付決定通知書 

 

第     号 

令和  年  月  日  
 

施  設  名 

設置者名 

代表者名           様 

 

 

 埼玉県知事              印 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号で申請のあったことについ

ては、下記のとおり交付します。 

記 

１ 交付金額  金                       円 

２ 支払方法  概算払 

３ 条件 

（１）この補助金の支出にあたっては、措置費等を優先して充当するものと

し、かつ、この要綱に定める経費以外の経費に使用してはならないこと。 

（２）補助事業に要する経費の配分、使用方法、又は補助事業の内容を変更

する場合においては、知事の承認を受けること。  
（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受け

ること。  
（４）補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに知事に報告

してその指示を受けること。  



様式第３号（第８条関係） 

 

令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金変更交付申請書 

 

第     号 

令和  年  月  日  
 

 

（宛先） 

埼玉県知事      

 

 

 

 施 設 名 

 設 置 者 名 

 設置者住所 

 代表者氏名                      

 

 

 

令和  年  月  日付け  第     号で交付決定のあった標記

補助金の交付額について、下記により変更したいので、関係書類を添えて申

請します。  
 

記  
 

１ 変更交付申請額    金          円 

２ 既交付決定額     金          円 

３ 差引追加（△取消）額 金          円 

４ 変更交付申請額算出内訳  別紙１のとおり 

５ 変更後の事業計画     別紙１のとおり 

６ 添付書類 

（１）本年度施設会計予算書（補正後） 

（２）職員名簿（別紙２、別紙３、別紙４）  
（３）入所児童（者）名簿（別紙５、別紙６）  

 

（注）（１）については原本に相違ない旨の、（２）（３）については写

しに相違ない旨の代表者の証明を行うこと。 



様式第４号（第９条関係） 

 

令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助金変更交付決定通知書  
 

第     号 

令和  年  月  日  
 

施  設  名 

設置者名 

代表者名                   様 

 

 

 

 埼玉県知事              印 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号で交付決定したこのことに

ついては、令和  年  月  日付け  第     号による変更交付

申請に基づき、下記のとおり交付額を変更します。 

 
記  

 

１ 変更交付金額      金        円 

２ 既交付金額       金        円  

３ 差引追加（△取消）金額 金        円 

４ 支払方法  概算払 

５ 条  件  前回交付決定通知書の条件に同じ 



様式第５号（第１１条関係）  
 

令和  年度埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助事業実績報告書 

 

第     号 

令和  年  月  日  
 

（宛先） 

埼玉県知事       

 

 

 施 設 名 

 設 置 者 名 

 設置者住所 

 代表者氏名                      

 

 

令和  年  月  日付け  第    号で補助金の交付（変更）を

受けた埼玉県心身障害児（者）特別療育費補助事業が完了したので、補助金

等の交付手続き等に関する規則第１３条の規定により、関係書類を添えて、

下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助金精算額               金                円 

２ 既交付決定額               金                円 

３ 差引不足（要返納）額       金                円 

４ 補助事業の実施期間     年  月  日から    年  月  日まで 

５ 補助事業の成果  別紙１のとおり 

６ 添付書類 

（１）施設会計決算書（社会福祉法人経理規程準則に基づく賃借対照表及

び収支計算書とし、少なくとも中区分の勘定科目まで記載のものと

する。単式会計制度を採用している施設にあっては、収支計算書に

本部会計の賃借対照表及び、収支計算書を添付するものとする。） 

（２）職員名簿（別紙２、別紙３、別紙４）  
（３）入所児童（者）名簿（別紙５、別紙６）  

 

（注）（１）については原本に相違ない旨の、（２）（３）については写

しに相違ない旨の代表者の証明を行うこと。 



別紙１（実績報告用）  
 

１   対象児童（者）在籍数（各月１日時点） 

 4  5  6  7  8  9  10  11 12 1  2  3  計  
初 日  
在 籍  

(a )  
 

(b)  (c )           (d)  

(う ち  
埼玉県 )  

            (e )  

（注１）“初日在籍人員”欄には入所児童（者）全員（県外を含む）を記

入する。  
（注２）“うち埼玉県 ”欄には埼玉県及び埼玉県内の市町村（さいたま市除

く）が支給決定又は措置した児童（者）の在籍数のみを記入する。

なお、「中川の郷」については、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、

吉川市、松伏町、さいたま市以外の埼玉県内市町村から入所した児

童（者）の在籍数を記入する。  
 
２ 直接処遇職員配置状況（４月から６月の平均）  

（注３）直接処遇職員の無資格者については、すべて「介助員」欄に計上

する。 

 

３ 補助基準額算出  
対象者在籍数  加配率  補助単価  補助基準額  

(e )  (h)  

％  

( i )  (e× i )  

◎加配率＝（ f－ ((a+b+c)÷3)×0.85）÷（ (a+b+c)÷3）×100 
                 〔小数点以下第２位四捨五入〕  

 
４ 支出計画  

人件費支出額  加配職員人件費支出額  

  

（注４）人件費支出予定額には人件費に関する寄付金等を控除した額を

記入する。  
 

◎  加配職員人件費＝人件費×(e÷d)×(f×h)÷(f+g)〔小数点以下切捨〕  
(e÷d)…人件費のうち埼玉県からの入所児童（者）分  
(f×h)÷(f+g)…人件費のうち直接処遇職員加配分 

 直接処遇職員 
直接処遇 

職員以外 職  種 
児童指
導員 

保育士 
生活支
援員  看護師  准看護

師 

作業・
理学療
法士等 

介助員 計 

現  員 
       ( f)  

 

(g) 

 



別紙２（様式第１号）

直接処遇職員

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

児童指導員 0.0

保育士 0.0

生活支援員 0.0

看護師 0.0

准看護師 0.0

作業・理学療法士 0.0

介助員 0.0

合計 0 0 0.0 0.0

直接処遇職員以外

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

医師 0.0

歯科医師 0.0

薬剤師 0.0

事務員 0.0

運転手 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

合計 0 0 0.0 0.0

※「直接処遇職員以外」は適宜職種を入れること

職員集計表



別紙３（様式第１号）

4月 ５月 ６月

1 0.0

2 0.0

3 0.0

4 0.0

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

11 0.0

12 0.0

13 0.0

14 0.0

15 0.0

16 0.0

17 0.0

18 0.0

19 0.0

20 0.0

21 0.0

22 0.0

23 0.0

24 0.0

25 0.0

26 0.0

27 0.0

28 0.0

29 0.0

30 0.0

合計 0.0

※当該名簿はそれぞれの職種ごとに作成する。
※当該名簿は４月から６月に在籍する職員を記入する。
※常勤職員の常勤換算数は「１」と入れる。
※非常勤職員の常勤換算数は少数点第３位を切り捨てる。

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

常勤・
非常勤

常勤換算数
平均

法人名

代表者名

令和　　　年度　直接処遇職員

No 職種 氏名 採用年月日退職年月日



別紙４（様式第１号）

4月 ５月 ６月

1 0.0

2 0.0

3 0.0

4 0.0

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

11 0.0

12 0.0

13 0.0

14 0.0

15 0.0

16 0.0

17 0.0

18 0.0

19 0.0

20 0.0

21 0.0

22 0.0

23 0.0

24 0.0

25 0.0

26 0.0

27 0.0

28 0.0

29 0.0

30 0.0

※当該名簿は４月から６月に在籍する職員を記入する。
※常勤職員の常勤換算数は「１」と入れる。
※非常勤職員の常勤換算数は少数点第３位を切り捨てる。

上記のとおり写しと相違ないことを証明する

令和　　年　　月　　日

常勤・
非常勤

常勤換算数
平均

法人名

代表者名

令和　　　年度　直接処遇職員以外

No 職種 氏名 採用年月日退職年月日



別紙５（様式第１号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は施設全体の入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（全体）



別紙６（様式第１号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は補助対象となる入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（埼玉県）



別紙２（様式第３号）

直接処遇職員

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

児童指導員 0.0

保育士 0.0

生活支援員 0.0

看護師 0.0

准看護師 0.0

作業・理学療法士 0.0

介助員 0.0

合計 0 0 0.0 0.0

直接処遇職員以外

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

医師 0.0

歯科医師 0.0

薬剤師 0.0

事務員 0.0

運転手 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

合計 0 0 0.0 0.0

※「直接処遇職員以外」は適宜職種を入れること

職員集計表



別紙３（様式第３号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は施設全体の入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（全体）



別紙４（様式第３号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は補助対象となる入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（埼玉県）



別紙２（様式第５号）

直接処遇職員

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

児童指導員 0.0

保育士 0.0

生活支援員 0.0

看護師 0.0

准看護師 0.0

作業・理学療法士 0.0

介助員 0.0

合計 0 0 0.0 0.0

直接処遇職員以外

職種 常勤職員 非常勤職員 常勤換算 小計

医師 0.0

歯科医師 0.0

薬剤師 0.0

事務員 0.0

運転手 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

合計 0 0 0.0 0.0

※「直接処遇職員以外」は適宜職種を入れること

職員集計表



別紙３（様式第５号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は施設全体の入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（全体）



別紙４（様式第５号）

Ｎｏ 入所者名 受給者証番号 入所年月日 退所年月日 初日在籍月数
児相名

（市町村名）
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

月数合計 0

※当該名簿は補助対象となる入所者を記入すること

上記のとおり写しと相違ないことを証明する
令和　　年　　月　　日

法人名

代表者名

入所者名簿（埼玉県）


